
○ その者が過去に称していた氏であって，その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は
記録がされているもの

○ 旧氏を初めて記載する際には，任意の旧氏を記載可能

・ 一度記載した旧氏は，婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能。

・ 旧氏は，他市区町村に転入しても引き続き記載可能。

○ 氏が変更した場合には，直前に称していた旧氏に限り，変更可能

○ 旧氏の削除は可能だが，その後氏が変更した場合に限り，削除後に称していた旧氏
の再記載可能

住民票、個人番号カード等に記載できる旧氏

旧氏とは

旧氏記載の請求、旧氏確認の方法

○ 旧氏（一人一つ）の記載を希望する者は，住所地市区町村に請求する。

○ 請求者は，記載を求める旧氏がその者の旧氏であることを証明するため，当該旧氏が
記載された戸籍謄抄本等を持参しなければならない。

住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について

女性活躍推進の観点から，住民票、個人番号カード等への旧氏の記載が可能となるよう，
住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）等の改正を行うもの

施行予定日：平成31年11月５日



住民票における旧氏記載の位置

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

（裏面）

1234 5678 9012
氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

個人番号カードにおける旧氏記載の位置

山田 [佐藤] 花子
↑    ↑     ↑
氏 [旧氏]   名

＜日本人住民に係る住民票の様式例＞

旧氏欄を追加

山田 花子

山田 花子
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